
水道の基盤強化のための地域懇談会（第 11回） 

中部・北陸地域 

議事次第 

 

１．日時：令和元年８月 26日（月） 13：00～17：15 

 

２．場所：オフィスパーク新栄雲竜フレックスビル 310B  

 

３．議事次第 

13：00～13：05 開会あいさつ（厚生労働省 水道課） 

13：05～16：30 改正水道法の施行について 

13:05～13:25 ・水道法改正の概要（20 分）  

13:25～14:10 ・水道の基盤を強化するための基本的な方針及び水道基盤強化計画等に 

ついて（45分） 

14:10～14:55 ・適切な資産管理について（45 分）  

14:55～15:05 ・水道料金算定方法の明確化等について（10 分）  

15:05～15:15 ・質疑応答（10 分）  

15:15～15:25 休憩（10 分）  

15:25～15:55 ・官民連携の推進について（30 分）  

15:55～16:10 ・指定給水装置工事事業者制度の更新制について（15 分）  

16:10～16:20 ・事業の休止及び廃止について（10 分）  

16:20～16:30 ・質疑応答（10 分） 
 

16：30～16：50 事例紹介①：持続可能な水道事業を目指して 

多気町役場上下水道課 

課長 中出 賢一 様 
     

16：50～17：10 事例紹介②：焼津市水道事業におけるアセットマネジメント手法の活用 

焼津市水道部水道工務課  

係長 山田 暁子 様 

17：10～17：15 質疑応答 

17：15     閉会 

 

【配布資料】 

資料１ 改正水道法の施行について 

資料２ 水道事業における広域化の取組 

資料３ 事例紹介① 

資料４ 事例紹介② 


